
秩父地域１市４町の水道料金表や計算方法について確認します

秩父地域の水道料金表

秩父広域市町村圏組合水道局

令和元年６月７日 第４回経営審議会



１市４町の水道料金 ～統合に関する覚書第６条～

（水道料金等）

第６条 統合時の水道料金は、統合前の各水道事業の
料金体系によるものとし、統合後、５年以内に料金の
統一を行うものとする。
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皆野町及び長瀞町在住の方の料金表

基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
水量 料金

0ｍ3～
20ｍ3

21ｍ3～
50ｍ3

51ｍ3～
100ｍ3

101ｍ3～
150ｍ3

151ｍ3～
200ｍ3

201ｍ3

以上

13mm

２０㎥

3,000 円
基本料金に
含まれる

184円 223円 262円 300円 349円20mm 5,000 円

25mm 6,400 円

30mm

なし

10,000 円

184円 223円 262円 300円 349円

40mm 12,500 円

50mm 23,600 円

75mm 47,600 円

100mm 68,200 円

メーター口径（給水管の太さ）が13㎜の方の基本料金は3,000円、100㎜
の方の基本料金は68,200円です。口径は検針票等で確認できます。

水量料金は使用水量に応じて単価が変わります。多く使えば使うほど、
単価が上がるしくみです。
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実際の料金表

一般家庭は
ここが大半

です

水を多く必
要とする製
造業等は
100㎜以上
のものも見
られます

例えば55㎥使用した場合、50㎥分が184円、5㎥分
が223円となります。55㎥全てが223円となるわ
けではありません。
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料金計算例

【例】太さが13㎜の給水管を使っている秩父市在住の方が、2か月で42㎥使った場合

基本料金 1,960円

従量料金 20㎥×70円＝1,400円 20㎥×140円＝2,800円 2㎥×165円＝330円

請 求 額 （1,960円＋1,400円＋2,800円＋330円）×1.08＝7,009円

秩父市在住の方の料金表
基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
料金

20ｍ3

以下

20ｍ3を
超え

40ｍ3以下

40ｍ3を
超え

100ｍ3以下

100ｍ3を
超え

200ｍ3

以下

200ｍ3を
超える分

13mm 1,960 円

70円 140円 165円 190円 210円

20mm 3,660 円
25mm 5,300 円

30又は40mm 10,980 円
50mm 20,000 円
75mm 42,600 円
100mm 74,000 円

100mmを
超えるもの

155,000 円
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秩父市 横瀬町

小鹿野町 皆野・長瀞

１市４町の料金表の比較

基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
料金

20ｍ3

以下

20ｍ3を
超え
40ｍ3

以下

40ｍ3を
超え

100ｍ3以
下

100ｍ3を
超え

200ｍ3

以下

200ｍ3を
超える分

13mm 1,960 円

70円 140円 165円 190円 210円

20mm 3,660 円
25mm 5,300 円

30又は40mm 10,980 円
50mm 20,000 円
75mm 42,600 円
100mm 74,000 円

100mmを
超えるもの

155,000 円

基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
水量 料金

0㎥～
20㎥

21㎥～
40㎥

41㎥～
100㎥

101㎥～
200㎥

201㎥
以上

13mm
２０㎥

2,600 円
基本料金に
含まれる

140円 160円 195円 220円
20mm 3,000 円

25mm

なし

4,000 円

140円 160円 195円 220円

30mm 8,000 円
40mm 10,000 円

50mm 13,000 円

75mm 30,000 円

100mm 50,000 円

基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
水量 料金

0ｍ3～
20ｍ3

21ｍ3～
60ｍ3

61ｍ3～
100ｍ3

101ｍ～
300ｍ3

301ｍ3

以上

13mm

２０㎥

1,900 円
基本料金に
含まれる

120円 160円 190円 200円20mm 2,600 円

25mm 3,200 円

30mm

なし

3,800 円

120円 160円 190円 200円
40mm 5,400 円

50mm 8,000 円

75mm 19,400 円

基本料金（2月につき） 水量料金（2月で１ｍ３につき）

用途及び
メーター口径

の区分
水量 料金

0ｍ3～
20ｍ3

21ｍ3～
50ｍ3

51ｍ3～
100ｍ3

101ｍ3～
150ｍ3

151ｍ3～
200ｍ3

201ｍ3

以上

13mm

２０㎥

3,000 円
基本料金に
含まれる

184円 223円 262円 300円 349円20mm 5,000 円

25mm 6,400 円

30mm

なし

10,000 円

184円 223円 262円 300円 349円

40mm 12,500 円

50mm 23,600 円

75mm 47,600 円

100mm 68,200 円

【参考】2か月40㎥使用の場合
6,160円（3,080円/月）

【参考】 2か月40㎥使用の場合
5,400円（2,700円/月）

【参考】 2か月40㎥使用の場合
4,300円（2,150円/月）

【参考】 2か月40㎥使用の場合
6,680円（3,340円/月）



料金格差の調整措置 ～統合に関する覚書第６条つづき～
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（水道料金等）

第６条 統合時の水道料金は、統合前の各水道事業の料金体系によるものとし、統合後、５年以

内に料金の統一を行うものとする。

２ 統合時には、秩父市の水道料金体系を「基準料金体系」として設定する。

３ 第１項に定める料金統一までの間は、地域間に格差が生じるため、統合前の水道事業ごとに

「料金体系総額」と「基準料金体系総額」を比較し、「基準料金体系総額」に満たない場合は、

その差額について各市町一般会計等からの繰り入れにより補てんする。

料金の地域間格差を解消し、不公平感を軽減できる

○メリット

独立採算の原則や受益者負担の原則に反し、一般会計に過度な負担を強いる。

●デメリット

水道利用者以外の住民の理解が得づらい。

急激な料金変動を回避できる。

横瀬町

小鹿野町

水道事業会計へ

もしその町が秩父市の料金表を使っていたらいくらになったのか
を計算し、それに満たない分を一般会計から繰り入れています。

10,246千円

56,633千円

Ｈ28

10,544千円

56,344千円

Ｈ29

繰出基準に基づく繰出金ではない
ため、国の交付税措置の対象には
なりません。

9,374千円

48,892千円

Ｈ30

10,392千円

56,551千円

Ｒ1予算

※※※ 構成市町からの繰入額 ※※※

水道


